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論壇
1
�
消
費
税
に
お
け
る
事
業
・
事
業
者
に

つ
い
て

令
和
6
年
10
月
に
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
消
費
税
に
お
け
る
「
事

業
」
お
よ
び
「
事
業
者
」
な
か

で
も
「
個
人
事
業
者
」
に
つ
い

て
、
従
来
の
解
釈
に
変
更
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

消
費
税
法
に
お
い
て
「
事

業
」
そ
の
も
の
に
関
す
る
定
義

規
定
は
存
在
し
な
い
が
、「
事

業
者
」
に
つ
い
て
は
次
の
定
義

規
定
が
存
在
す
る
。

第
2
条
1
項
4
号
に
お
い
て

「
事
業
者
と
は
、
個
人
事
業
者

及
び
法
人
を
い
う
」
と
定
義
さ

れ
て
い
る
。
法
人
に
つ
い
て

は
、
初
め
に
人
格
の
定
義
が
で

き
て
い
る
の
で
、
原
則
と
し

て
、
そ
こ
で
の
活
動
す
べ
て
が

対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
比
較
的
そ
の
範
囲
が
明

確
で
あ
る
（
消
費
税
法
基
本
通

達
5
―
1
―
1
注
2
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
個
人
事
業

者
に
つ
い
て
は
、
同
項
3
号
で

「
事
業
を
行
う
個
人
を
い
う
」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。
個
人
の
中
で
も
事
業
者
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

個
人
の
活
動
範
囲
は
広
く
、
し

か
も
「
個
人
で
事
業
を
行
う

者
」
と
い
う
規
定
で
な
く
「
事

業
を
行
う
個
人
」
と
定
義
さ
れ

て
い
る
。
条
文
上
は
、
行
為（
事

業
）
が
先
に
来
て
次
に
人
格

（
個
人
）
が
来
て
い
る
。

こ
の
消
費
税
に
お
け
る
「
事

業
者
」
は
大
部
分
が
所
得
税
に

お
け
る
「
事
業
者
」
と
重
な
る

こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か

し
、
直
接
税
で
あ
る
所
得
税
と

間
接
税
で
あ
る
消
費
税
で
は
、

創
設
趣
旨
や
目
的
を
異
に
し
て

い
る
の
で
、
重
な
ら
な
い
点
も

生
じ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
消
費
税
に
お
け
る
「
事

業
」・「
事
業
者
」
の
定
義
は
、

第
2
条
1
項
8
号
の
「
資
産
の

譲
渡
等
」、
第
4
条
の
「
課
税

の
対
象
」、
第
5
条
の
「
納
税

義
務
者
」
の
定
義
、
第
30
条
の

「
仕
入
税
額
控
除
」
の
規
定
等

に
も
影
響
し
て
く
る
の
で
、
非

常
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
。

近
年
は
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ

ノ
ミ
ー
や
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
あ
る
い
は
海
外
事
業
の
展
開

な
ど
個
人
レ
ベ
ル
で
の
新
た
な

経
済
活
動
が
生
じ
て
き
て
い

る
。こ

の
よ
う
に
消
費
税
を
め
ぐ

る
経
済
的
環
境
や
制
度
自
体
が

導
入
当
初
に
比
べ
て
変
化
し
て

き
て
い
る
が
「
事
業
」・「
事
業

者
」
の
意
味
内
容
は
、
以
前
と

変
わ
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
事
業
・
事
業
者
を
め
ぐ

る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に

「
古
く
て
新
し
い
問
題
」
で
あ

る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
、
紙
幅
の

都
合
上
、
個
人
事
業
者
の
行
う

国
内
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等

を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
。

2
�
消
費
税
に
お
け
る
「
事
業
」
と
「
事

業
者
」
概
念

消
費
税
に
お
け
る
「
事
業

者
」
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
法

基
本
通
達
1
―
1
―
1
に
お
い

て
、「
事
業
者
と
は
自
己
の
計

算
に
お
い
て
独
立
し
て
事
業
を

行
う
者
を
い
う
」
と
さ
れ
て
い

る
。ま

た
、
消
費
税
法
に
お
い
て

「
事
業
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て

の
法
律
上
の
定
義
規
定
は
存
在

し
て
い
な
い
が
、
通
達
上
で
は

存
在
し
て
い
る
。
消
費
税
法
基

本
通
達
5
―
1
―
1
で
は
、

「
事
業
と
し
て
と
は
、
対
価
を

得
て
行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
及

び
貸
付
け
並
び
に
役
務
の
提
供

が
反
復
、
継
続
、
独
立
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
を
い
う
」
と
さ
れ

て
い
る
（
平
23
課
消
1
―
35
に

よ
り
改
正
）。

さ
ら
に
、
消
費
税
法
基
本
通

達
5
―
1
―
1
注
記
1
で
個
人

事
業
者
の
生
活
用
財
産
の
譲
渡

に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
、
規

程
さ
れ
て
い
る
。

（
注
）

1

個
人
事
業
者
が
生
活
の
用

に
供
し
て
い
る
資
産
を
譲
渡
す

る
場
合
の
当
該
譲
渡
は
、「
事
業

と
し
て
」
に
は
該
当
し
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
個
人
事
業

者
で
あ
っ
て
も
、
生
活
用
財
産

の
譲
渡
は
「
事
業
」
に
該
当
し

な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
個
人
の
人
格
の
中
に
事
業

者
と
非
事
業
者
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
個
人
事

業
者
に
お
い
て
は
、
事
業
者
間

取
引
と
し
て
の
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
取
引

と
、
最
終
消
費
者
間
取
引
と
し

て
の
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｃ
取
引
が
内
在
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
個
人
事
業
者
に
は
、
事
業

者
（
Ｂ
）
と
最
終
消
費
者
（
Ｃ
）

の
側
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
個

人
事
業
者
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の

生
活
用
と
し
て
、
個
人
の
中
に

境
界
が
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
個
人
事
業
者
の
事
業
判

定
の
難
し
さ
が
伺
え
る
。

3
�
所
得
税
と
消
費
税
に
お
け
る
「
事

業
」・「
事
業
者
」
概
念
の
相
違
点

こ
こ
で
は
、
所
得
税
に
お
け

る
「
事
業
」・「
事
業
者
」
概
念

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
所
得
税

法
に
お
い
て
も
「
事
業
」・「
事

業
者
」
そ
の
も
の
自
体
の
定
義

は
消
費
税
同
様
存
在
し
な
い
。

所
得
税
法
第
27
条
1
項
及
び

同
施
行
令
63
条
1
項
に
お
い
て

事
業
の
業
種
が
列
挙
さ
れ
て
お

り
、
同
12
号
に
お
い
て
、「
全

各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、

対
価
を
得
て
継
続
的
に
行
う
事

業
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

金
子
宏
教
授
に
よ
る
と
「
事

業
と
は
、
自
己
の
計
算
と
危
険

に
お
い
て
営
利
を
目
的
と
し
て

対
価
を
得
て
継
続
的
に
行
う
経

済
活
動
」
の
こ
と
を
言
う
と
さ

れ
て
い
る
1

。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
消
費

税
法
基
本
通
達
1
―
1
―
1
と

5
―
1
―
1
が
合
わ
さ
っ
た
形

に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
の
通
達
は
、
基
本
的
に
は

所
得
税
に
お
け
る
概
念
と
大
部

分
が
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

た
だ
し
、
消
費
税
に
つ
い
て

は
所
得
税
に
お
け
る
事
業
所
得

ば
か
り
で
な
く
、
不
動
産
所
得

や
譲
渡
所
得
、
一
時
所
得
、
雑

所
得
な
ど
事
業
所
得
以
外
の
所

得
も
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な

る
。

時
間
軸
で
考
え
て
み
る
と
、

所
得
税
の
納
税
義
務
は
暦
年
終

了
の
時
に
成
立
し
て
、
確
定
申

告
に
よ
り
確
定
す
る
の
で
一
暦

年
を
も
と
に
考
え
れ
ば
よ
い

（
国
通
15
条
2
項
1
号
、
同
16

条
1
項
1
号
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
消
費
税
の

納
税
義
務
は
課
税
資
産
の
譲
渡

ご
と
に
成
立
し
て
、
確
定
申
告

に
よ
り
確
定
す
る
（
国
通
15
条

2
項
7
号
、同
16
条
1
項
1
号
）。

さ
ら
に
、
消
費
税
に
つ
い
て

は
、
原
則
と
し
て
、
基
準
期
間

を
も
と
に
納
税
義
務
の
有
無
を

判
定
す
る
こ
と
と
な
る
（
適
格

請
求
書
発
行
事
業
者
や
特
定
期

間
あ
る
い
は
特
定
新
規
設
立
法

人
や
課
税
事
業
者
選
択
等
に
お

け
る
納
税
義
務
者
の
判
定
等
を

除
く
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
複

数
課
税
期
間
に
わ
た
る
納
税
義

務
に
関
す
る
検
討
が
必
要
と
な

る
（
消
法
2
、
9
〜
12
の
4
、

37
ほ
か
）。

そ
う
す
る
と
、
消
費
税
は
事

業
性
の
有
無
を
単
に
そ
の
事
業

の
内
容
や
性
質
だ
け
で
な
く
、

金
額
や
一
暦
年
を
超
え
た
時
間

概
念
を
取
り
入
れ
て
判
定
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。

4
�
み
な
し
譲
渡
に
関
す
る
取
扱
い

資
産
の
譲
渡
等
に
関
し
て

は
、
消
費
税
法
第
4
条
5
項
に

お
い
て
、
み
な
し
譲
渡
規
定
が

あ
る
。

こ
の
規
定
は
、
い
わ
ゆ
る

「
自
家
消
費
」
な
ど
と
言
わ
れ

る
も
の
で
、
事
業
用
資
産
を
外

部
の
第
三
者
に
販
売
せ
ず
に
自

ら
あ
る
い
は
家
族
な
ど
が
消
費

又
は
使
用
し
た
場
合
に
資
産
の

譲
渡
等
と
み
な
す
規
定
で
あ

る
。
こ
の
規
定
は
、
第
三
者
へ

の
販
売
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ

て
課
税
の
対
象
と
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
2

。

5
�
消
費
税
に
お
け
る
「
事
業
」・「
事
業

者
」
に
関
す
る
裁
決
・
裁
判
例

つ
づ
い
て
、
裁
決
・
裁
判
例

に
つ
い
て
確
認
す
る
。

（
1
）
平
成
15
年
12
月
17
日
裁

決
（
裁
決
事
例
集
Ｎ
ｏ
66
�
3

0
9
頁
）

約
40
年
に
1
度
行
わ
れ
た
立

木
の
譲
渡
で
あ
っ
て
も
、
山
林

の
反
復
、
継
続
的
な
育
成
、
管

理
が
行
わ
れ
て
い
た
場
合
に

は
、
事
業
と
し
て
対
価
を
得
て

行
わ
れ
る
資
産
の
譲
渡
に
該
当

す
る
と
し
た
事
例
。

こ
の
よ
う
に
、
譲
渡
時
だ
け

で
な
く
、
育
成
・
管
理
な
ど
の

準
備
期
間
も
含
め
た
時
間
軸
で

事
業
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ

る
。

（
2
）
平
成
21
年
9
月
17
日
裁

決
（
裁
決
事
例
集
Ｎ
ｏ
78
�
4

7
3
頁
）

請
求
人
が
締
結
し
た
ビ
ジ
ネ

ス
専
門
学
校
と
の
講
師
契
約

は
、
請
負
契
約
あ
る
い
は
そ
れ

に
類
似
す
る
契
約
と
認
め
ら
れ

る
の
で
、
請
求
人
が
行
っ
た
講

義
は
消
費
税
法
に
規
定
す
る

「
事
業
と
し
て
」
行
わ
れ
た
こ

と
に
該
当
す
る
と
し
た
事
例
。

ビ
ジ
ネ
ス
専
門
学
校
と
の
契

約
が
双
務
契
約
で
あ
る
こ
と
か

ら
独
立
性
が
あ
り
、
事
業
と
し

て
認
定
さ
れ
て
、
消
費
税
の
課

税
対
象
と
さ
れ
た
事
案
で
あ

る
。

（
3
）
平
成
15
年
11
月
26
日
名

古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
決

（
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

Ｚ
2
5
3
―

9
4
7
3
）

所
得
税
法
上
は
「
事
業
」
に

該
当
し
な
い
建
物
の
賃
貸
が
、

消
費
税
法
に
お
け
る
「
事
業
」

に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
。

こ
の
裁
判
例
は
、
消
費
税
法

と
所
得
税
法
と
で
は
、
着
目
す

る
担
税
力
や
課
税
対
象
を
異
に

す
る
た
め
、
両
法
の
規
定
中
に

同
じ
文
言
が
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
同
一
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と

判
断
し
て
い
る
。

消
費
税
法
の
趣
旨
・
目
的
に

照
ら
す
と
、
消
費
税
法
の
「
事

業
」
の
意
義
は
、
所
得
税
法
上

の
「
事
業
」
意
義
と
は
異
な

り
、
そ
の
規
模
を
問
わ
ず
、「
反

復
・
継
続
・
独
立
し
て
行
わ
れ

る
も
の
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
本
件
賃
貸
は
、

反
復
・
継
続
・
独
立
し
て
、
対

価
を
得
て
行
っ
た
資
産
の
貸
付

け
で
あ
る
か
ら
、
消
費
税
法
の

「
資
産
の
譲
渡
等
に
該
当
す

る
」
と
し
て
納
税
者
（
控
訴

人
）
の
主
張
を
退
け
た
。
最
高

裁
は
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

（
4
）
平
成
21
年
11
月
12
日
大

阪
地
裁
判
決
（
Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ

Ｚ
2
5
9
―
1
1
3
1
0
）

電
力
会
社
か
ら
支
払
を
受
け

た
「
電
化
手
数
料
」
が
、「
資

産
の
譲
渡
等
の
対
価
」
に
当
た

る
と
い
う
た
め
に
は
、
資
産
の

譲
渡
等
（
資
産
の
譲
渡
、
貸
付

け
及
び
役
務
の
提
供
）
の
反
対

給
付
と
し
て
そ
の
支
払
を
受
け

た
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

が
反
対
給
付
に
当
た
ら
な
い
本

件
の
場
合
に
は
、
消
費
税
の
課

税
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

た
事
例
。

本
件
で
は
資
産
の
譲
渡
等
の

対
価
性
に
関
す
る
事
案
で
あ

る
。
対
価
性
に
つ
い
て
は
、「
反

対
給
付
」
が
要
点
と
な
り
対
応

関
係
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
裁
決
・
裁
判
例
を
見

て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に
事
業

性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
個

別
具
体
的
な
事
実
認
定
に
よ
り

行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
事
例
の

積
み
重
ね
が
必
要
と
な
る
。

6
�
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
よ
る
影
響

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に

よ
っ
て
も
事
業
・
事
業
者
に
つ

い
て
の
改
正
は
な
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制

度
が
導
入
さ
れ
て
も
事
業
・
事

業
者
自
体
の
解
釈
変
更
は
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
取

引
相
手
か
ら
事
業
者
登
録
を
求

め
ら
れ
た
場
合
、
従
来
の
解
釈

と
は
別
の
解
釈
も
で
き
る
こ
と

か
ら
ど
の
よ
う
に
事
業
性
を
考

え
て
い
け
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
今
後
検
討
し
て
い
く
余
地

が
あ
る
。

7
�
新
し
い
事
業
形
態
に
よ
る
影
響

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー

や
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
あ
る

い
は
海
外
事
業
の
展
開
な
ど
近

年
の
経
済
活
動
の
変
化
に
伴
う

消
費
税
の
事
業
・
事
業
者
判
定

に
つ
い
て
は
、
今
後
、
反
復
、

継
続
、
独
立
性
に
つ
い
て
の
さ

ら
な
る
精
緻
化
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1

金
子
宏
著
『
租
税
法
〔
第
24

版
〕』（
弘
文
堂
、
2
0
2
1
年
）

2
4
3
頁
。

2

山
田
敏
也
氏
に
よ
る
と
、「
み

な
し
譲
渡
の
規
定
は
事
業
用
資

産
か
ら
家
事
用
資
産
の
転
用
だ

け
で
な
く
、
家
事
共
用
資
産
か

ら
家
事
用
資
産
へ
の
転
用
に
も

及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
」
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
山
田
敏
也

稿
『
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ

ー
と
消
費
税
』（
税
務
大
学
校
論

叢
1
0
0
号
、
2
0
2
0
年
6

月
）、
3
4
3
―
3
4
4
頁
。

古
く
て
新
し
い
消
費
税
に
お
け
る

「
事
業
」・「
事
業
者
」
の
問
題

山元 俊一
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